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・同一労働同一賃金 ～手当編～

・1ヶ月単位の変形労働時間制について

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

1ヶ月単位の変形労働時間制について

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容が
不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

はい、1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ
月以内の期間を平均して1週間当たりの労働
時間が40時間（＊）以内となるように、労働日
および労働日ごとの労働時間を設定すること
により、労働時間が特定の日に8時間を超え
たり、特定の週に40時間（＊）を超えたりする
ことが可能になる制度です。

労使協定または就業規則（常時10人

以上の事業場）で必要事項を定め

て届け出る必要があります。

（＊）特例措置対象事業場は44時間

1ヶ月の労働時間は以下のようになります。

1ヶ月の総労働時間がこの

範囲内になるように、全員の

シフトを組む必要があります。

はい、次の時間については割増賃金を支
払う必要がある時間外労働となります。

①1日については、8時間を超える時間を定

めた日はその時間、それ以外の日は8時

間を超えて労働した時間

②1週間については、40時間（＊）を超える

時間を定めた週はその時間、それ以外の

週は40時間（＊）を超えて労働した時間

（①で時間外労働となる時間を除く）

③対象期間における法定労働時間の

総枠を超えて労働した時間（①また

は②で時間外労働となる時間を除く）５

割増賃金は、どのような場合に
支払えばよいのでしょうか？

1ヶ月単位の変形労働時間制の導入
を検討しています。

具体的な内容を教えてください。

シフトを組む際に、どのように
労働時間を設定したらいいで
すか？

同一労働同一賃金 ～手当編～
事業主様よりご質問の多い「同一労働同一賃金」について、前々号より不定期に、解説しています。今月は手当について
です。2020年4月1日施行（中小企業は2021年4月1日から適用）に向けて、今から準備をしていきましょう。
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ガイドラインを確認しましょう

■同一の内容には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならないもの
・役職手当（役職の内容に対して支給するもの）

■同一の支給を行わなければならないもの
・通勤手当 ・出張旅費 ・時間外労働手当の割増率 ・深夜・休日労働手当の割増率
・精皆勤手当（業務の内容が同一の場合）
・食事手当（労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際に支給するもの）
・単身赴任手当（同一の支給要件を満たす場合）
・地域手当（特定の地域で働く労働者に対する補償として支給するもの） 他

問題となる例
■正社員Aと契約社員Bは同一の役職名で同一の内容の役職に就いているが、Aに比べてBの役職手当を低く支
給している。
■正社員には契約社員に比べて、食事手当を高く支給している。

■正社員と契約社員は全国一律の基本給の体系を適用しており、転勤もあるが、契約社員には地域手当を支給
していない。

※家族手当・住宅手当等はガイドラインには示されていませんが、均衡・均等待遇の対象となっており、各事業所の
労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望ましいとされています。

待遇に違いがあった場合、その違いが「不合理ではない」ことを説明できるように整理し、対応方針を検討しましょう。

週40時間 週44時間

31日 177.1時間 194.8時間

30日 171.4時間 188.5時間

29日 165.7時間 182.2時間

28日 160.0時間 176.0時間

月の

暦日数

労働時間総枠


